
離職により扶養親族となる場合                        機２Ｂ 
扶 養 親 族 届             

                                                                         ○○ 年  ○月  △日提出 
 
 
  国立大学法人新潟大学長    殿 
 

勤 務 部 署 名       新潟大学人文社会科学系 

職
名 助教 氏

名 新潟 一郎 

国立大学法人新潟大学職員給与規程第２２条（扶養手当）に基づき次のとおり届け出ます。                                     

  
参  考  ＜上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいる場合，配偶者が国立大学法人新潟大学職員であって，別途扶養手当を受給

している場合等，認定上参考になると思われる事項があれば記入する。＞ 
 
 

 

 

 
届出の理由＜該当する□にレ印を付すとともに、事実の発生年月日を記入すること＞ 
 
□ １ 新たに職員となった 
 
☑ ２ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある 
 
□ ３ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある （子、孫及び弟妹で満 22 歳の年度末を超えた者を除く） 

 
 
 
 

扶養親族の氏名         続 柄 生 年 月 日      同居・別居の別 
(別居の場合は住所) 

所 得 の 年 額          届出事実の

発生年月日 届出の事由 共済組合の 
扶養の有無 

所得の種類 金 額 

新潟 花子 子 平 18.10.5 同居 無 0 令 8.4.1 離職のため ☑ 有 
□ 無 

  
 

  
 

  □ 有 
□ 無 

        □ 有 
□ 無 

        □ 有 
□ 無 

        □ 有 
□ 無 

 記入上の注意 

 １．「続柄」欄には，職員との続柄を（重度心身障害者として届け出る場合は、その旨を併せて）記入する。 

 ２．「同居・別居の別」欄で，別居の場合の住所は市区町村名まで記入する。 

 ３．「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な所得がある場合に、これらの種類ごとにその年額（見込額）を記入する。 

 ４．「届出の事由」欄には，届出の理由の２又は３に該当する場合にその事由（例えば婚姻、離婚、出生、死亡、就職、離職、満 60 歳以上等）をそれぞれ記

入する。 

 ５．「共済組合の扶養の有無」欄は，共済組合において扶養親族とする（文部科学省共済組合新潟大学支部の保険証発行手続きを行う）場合は「有」に，扶養

親族としない場合は「無」に✓を記入する。 

電子媒体で作成する場合は署名・押印不要 

新たに扶養親族となる者が生じた場合，

「２」にチェック 

共済組合において扶養親族とする場合は「有」に，扶養親族としない場合は「無」にチェック 

※共済組合の手続きには別途，書類の提出が必要です。 

 

総収入金額の記入をお願いします。 

※所得税法上の所得ではありません。 

 

離職の場合は，離職の日の翌日 

Ex）R8.3.31 に退職の場合，事実発生日

の日付は R8.4.1 となる 

 

 

 

この扶養親族届の他に提出する必要のある書類については，別紙「必要書類（参考）」を参照願

います。 

※やむを得ず必要書類が一部遅延する場合は先に扶養親族届を速やかに提出願います。 



  

必要書類（参考）  
添付書類の提出が遅くなる場合は，速やかに連絡をお願いします。 

                             ○：必ず提出   △：該当する場合に提出 
 

       提出書類 

 

 

 

 

 

 扶養親族 

扶
養
親
族
届 

戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
（
戸
籍
謄
本
） 

住
民
票 

扶
養
申
立
書 

給
与
見
込
証
明
書
※
２ 

市
区
町
村
が
発
行
す
る
所
得
証
明
書 

扶
養
状
況
申
立
書
※
４ 

扶
養
手
当
非
受
給
証
明
書 

所
得
を
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し
※
７ 

仕
送
り
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
※
８ 

医
師
の
診
断
書
等 

１．子 ○ ○※１  △ △※３  △※５    

２．同居する 60歳以上の父母又は祖父母 ○ ○  ○ △ ○   △   

３．別居する 60歳以上の父母又は祖父母 ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △※６ △ ○  

４．兄弟姉妹等 ○ ○ ○ ○ △ ○ △  △   

５．重度心身障害者 ○ ○  ○ △ ○ △ △※６ △  ○ 

※１ 住民票は職員が世帯主で，扶養親族が同居している場合のみ，戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）に代えて

提出することができます。また，住民票は，世帯全員が記載されており，世帯主及び続柄が省略されていな

いもののご提出をお願いします。 

※２ 扶養親族が勤務している場合は，扶養親族の勤務先から扶養親族の今後１年間における給与見込額を証明

する書類のご提出をお願いします。 

※３ 扶養親族が 18 歳以上（高校生を除く）の場合は，所得証明書のご提出をお願いします。 

※４ 職員以外の扶養義務者（例：職員の父母を扶養する場合，職員の兄弟姉妹等）がいる場合は，他の扶養義

務者全員から当該扶養親族を扶養していない旨の申立書のご提出をお願いします。 

※５ 配偶者が勤務している場合は，子に対して配偶者の勤務先から扶養手当を支給していないことを証明する

書類のご提出をお願いします。 

※６ 職員以外の扶養義務者が勤務している場合は，当該扶養親族に対して他の扶養義務者の勤務先から扶養手

当を支給していないことを証明する書類のご提出をお願いします。 

※７ 最新の年金支払決定通知書の写し（年金所得），確定申告書の写し（事業所得，不動産所得等）等のご提

出をお願いします。 

※８ 職員本人から当該扶養親族への継続的な金融機関への振込み（毎月送金）が確認できる書類に限ります（賞

与時の一括送金，現金手渡しや申立書に代えることは原則として認められません。）。 

 

※上記のほか，必要に応じて，別途証明書等が必要となることがあります。 


